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第 2 業務の目的・内容に関する事項 

1. 業務の背景 

アルジェリア経済は原油・天然ガスをはじめとする炭化水素部門に大きく依存しており、

輸出総額の 97.2%、財政収入の 59.2%、GDPの 27%（2014年）を占めている。2000年初頭以

降は国際市場における炭化水素燃料価格が高水準で推移し堅調な経済成長を続けた一方、

2014年以降の石油価格下落を背景に急速にアルジェリア経済が悪化し、2014 年には過去 15

年間黒字だった経常収支に赤字を計上した（93億米ドル、対 GDP比約 4%）。財政支出拡大

の影響も受け、政府財政も 2009年に約 340億ドルの財政赤字を計上して以来、歳入調整基

金（FRR）からの繰入金による補填が必要な状況が継続しており、アルジェリア経済の炭化

水素部門への依存が露呈。同経済における産業の多角化は喫緊の課題となっている。 

同国は非炭化水素部門への投資促進・民間セクター開発を中心とした長期計画「新経済

成長モデル（2016-2030）」を策定し、また、2016年予算法では例外的に対外借入を容認す

る方針を発表した。かかる背景から、同国政府は 2016年 11月にアフリカ開発銀行（AfDB）

「産業競争力及びエネルギー支援プログラム」を通じて 900 百万ユーロ（約 1,113 億円）

を借入れ、財政改革・ビジネス環境改善・再生可能エネルギー促進を通じた同国経済・産

業構造を転換の加速化を図っている。日本政府及び JICAにも、アルジェリア政府（財務省）

から産業・経済多角化等の取組への支援として（同 AfDB支援との協同を念頭に）有償資金

協力（開発政策借款）供与について非公式に要請があった。今後、案件形成を進めるに当

たっては、現地進出等に関心を有する本邦企業のニーズにもこたえつつ、日本の知見を活

かした支援可能性を検討するべく、同国改革に関する情報収集・確認を通じて、日本の具

体的貢献策（主に有償資金協力及び技術協力）を検討する必要がある。 

 

2. 業務の目的 

本調査はアルジェリアの投資環境の整備状況に係る情報収集・確認を通じ、本邦企業のニ

ーズに応えつつ、当国の投資環境上の改善可能な分野・事項等について検討・提言するも

の。当国が 2016年に対外借入を例外的に容認したことを踏まえ、今後の有償資金協力（開

発政策借款）及び技術協力による支援可能性を含めて JICA支援策（案）を検討する。 

（１）投資環境整備分野でのアルジェリア政府改革方針、「新経済成長モデル」等の政府成

長戦略等の情報収集・整理 

（２）「産業競争力及びエネルギー支援プログラム」に係る AfDB の関連ミッションへの同

行（2回程度）等を通じた他ドナー支援状況の情報収集・整理 

（３）本邦企業ヒアリング等を通じた、上記アルジェリア政府改革方針と本邦企業の投資・

ビジネス実施上の課題・ニーズとの合致事項の確認。 

（４）上記、特に（３）を踏まえ、有償資金協力（開発政策借款）を通じた、資金協力、

技術協力等の JICA支援策（案）の検討。 
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3. 対象地域 

アルジェ、チュニス、アビジャン、日本国内 

 

4. 業務の範囲 

本業務は、「2.業務の目的」を達成するために「5．実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、

「6．業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「7．成果品等」に示す報告書等を作成する

ものである。 

 

5. 実施方針及び留意事項 

(1) 実施方針及び工程 

本調査はアルジェリアの投資環境整備に係る情報収集・確認にとどまらず、調

査後の迅速な案件形成（特に開発政策借款）に資するべく、投資環境上の本邦企

業ニーズを把握しつつ、投資環境上の課題を分析し、アルジェリア政府が実施検

討可能な政策・改革（案）を検討・提案する調査である。 

プロポーザルの中では、現地調査の項目について可能な限り詳細な事項を挙げ、

JICA に提案すること。また、調査行程作成に当たっては、アルジェリアの祝祭日

等（金曜・土曜休日、ラマダン期間、夏季休暇期間）を考慮しつつ、効率的な調

査行程をプロポーザルの中で提案すること。 

 

(2) JICA支援策（案） 

現在アルジェリア政府から、アフリカ開発銀行（AfDB）「産業競争力及びエネル

ギー支援プログラム」（前出）との協働による産業・経済多角化等の取組への協

力が要望されているため、同プログラムの改革内容及び進捗を踏まえた JICA開発

政策借款（有償資金協力）の政策マトリクス（案）・政策アクション（案）を提

案する。また、同借款上の具体的な支援策となりうる技術協力等を提案すること

とする。加えて、投資環境整備の一環であるインフラ（公共事業）についてもア

ルジェリア政府公共投資計画等を入手の上、情報収集結果を JICA に報告する。 

 

(3) アルジェリア政府側協力機関 

本調査の主要協力先は財務省（Ministère des Finances）とする。なお、本調査

を実施する上では上記以外の政府機関(例：鉱山・産業省（Ministère des Mines 

et Industries）、投資開発庁(ANDI: Agence Nationale de développement de 

l'Investissement)等）も情報収集先とする。 

 

(4) 相手国関係機関との調整 

本調査は JICA の支援方針を検討するための情報収集を目的とした調査であり、
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先方政府からの正式要請に基づくものではない。先方政府関係機関との初回の会

合については JICA チュニジア事務所が調整予定であるが、初回以降の面談等に

ついてはコンサルタント自身によるアレンジが可能かどうか初回面談時にコン

サルタントが確認することとする。コンサルタント自身による面談アレンジが困

難であり、引き続き JICA による面談調整等が必要な場合、面談実施の３週間前

を目途に面談アレンジを JICAに依頼することとする。 

 

(5) 他ドナーとの調整 

アルジェリアの投資環境整備については、前出の AfDB に加え、欧州連合（EU）

及び世界銀行も支援していることから、関係者と情報交換を行い、他ドナーの支

援との重複を避けつつ、連携可能性を十分に検討すること。 

 

(6) 調査のための情報 

本調査実施について、JICA から AfDB 及びアルジェリア財務省へ協力を依頼する

とともに、JICA から既に AfDB 及びアルジェリア財務省へ送付した質問状に対す

る回答がなされる予定であることから、本調査において参考とすること。 

 

(7) JICAミッションへの支援 

本調査実施中に有償資金協力（特に開発政策借款）の形成を目的とした JICAミッ

ションが派遣される場合、同ミッションに対し、情報提供や必要な資料の作成・

提出すること。 

 

(8) 協議議事録の作成・報告及び収集情報・資料の提出 

本調査実施中に実施及び実施支援した全協議・面談・ワークショップ等（JICA

中東・欧州部中東第一課及びチュニジア事務所との簡易的な協議を除く）につい

て、予め JICA（中東・欧州部中東第一課）と合意した定型様式を用いて、各協議・

面談・ワークショップ完了から２週間以内に提出すること。なお、JICA から求め

のある場合、協議・面談・ワークショップ等完了後、協議議事録とは別に速報を

JICA に伝達すること。現地調査については、各協議・面談・ワークショップ等の

協議議事録を含む、調査結果報告を各調査完了２週間以内に JICAに提出すること。 

 また、各国内調査及び現地調査中に収集した資料・情報及び、コンサルタント

作成の各レポート、パワーポイント資料、議事録等については JICAに帰属するも

のとし、作成・取得後速やかに JICAへ提出すること。また、各調査終了時に、同

調査中に収集した情報・資料一覧表を JICAに提出すること。 

 

6. 業務の内容 
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コンサルタントは国内作業及び現地調査について、効率的・効果的な方法をプロポー

ザルで提案すること。調査フローは以下のとおり。 

 

(1) 第一次国内作業 

① 既存資料を確認・分析し、アルジェリア及び近隣国への進出に関心を有してい

る、または、関心を有する可能性のある本邦企業をリストアップの上、JICA（中

東・欧州部中東第一課）の確認を経て、本邦企業へのヒアリングを実施する。

同ヒアリングを通じて、アルジェリア進出検討にかかる外国企業進出の妨げと

なっている障壁を分析し、同国の制度、組織、政策、人材、慣習等を分析し、

JICA（中東・欧州部中東第一課）に報告する。 

② 第一次現地調査にて確認すべき事項につき、以下の項目を既存資料等から整理

の上、アルジェリア関係機関に確認する事項について質問票を作成し、JICA

を通じて事前に配布する。可能な限り同質問票の回答を第一次現地調査中に迅

速に取り付けられるよう、早期の発出に努める。 

（i）アルジェリア政府経済政策（「新経済成長モデル（nouveau modèle de 

croissance économique）」におけるアルジェリア政府の長期的経済成長

戦略や 3 カ年予算計画（2017-19 年）上の政府財政及び公共投資等計画

を含む） 

（ii）①で確認したアルジェリア投資環境上の本邦企業ニーズ 

（iii）アルジェリアに対する投資環境整備分野への他ドナー支援状況 

（iv）近隣国ないし類似の他国（産油・産ガス国等の産業多角化を政策課題とし

ている国）の投資環境整備制度、組織（他国における ANDIの類似組織）の

状況比較、及びアルジェリア市場との関係（輸出入の現状、関税、租税条

約、輸送インフラ整備状況等） 

③ 第一次現地調査にて確認する調査項目につき、JICA（中東・欧州部中東第一課）

と協議し、インセプション・レポートを作成する。インセプション・レポート

には以下の内容を盛り込み、仏訳版を作成し、第一次現地調査時に説明資料と

して活用する。 

（i） 調査の背景・経緯 

（ii） 調査の目的 

（iii） 調査の内容と方法（調査項目、調査手法） 

（iv） 作業計画（日程等） 

（v） 調査団の構成と各団員の担当作業及び作業期間 

（vi） 既存資料及び回収済質問状等の情報に基づく JICA 支援策（案）（特に、

開発政策借款における政策マトリクス（案）・政策アクション（案）） 
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(2) 第一次現地調査 

① JICA チュニジア事務所及びアルジェリア政府関係機関（財務省等）にインセ

プション・レポートを説明する（JICA チュニジア事務所への報告は原則チュ

ニスにて実施）。AfDBには本部（アビジャン）及び地域事務所（チュニス）へ

出張の上、インセプション・レポートを用いて調査内容を説明する。その他

ドナーについては原則アルジェの現地事務所で同内容を説明する。具体的な

説明内容については、パワーポイント資料を作成の上、事前に JICAに相談す

ること。 

② 事前送付済の調査事前質問票に基づき、アルジェリア政府関係機関から情報

収集を行う。 

③ アルジェリア進出の外国企業（本邦企業含む）の投資環境上の課題点・改善

要望事項等を把握するべく、アルジェ現地各商工会議所や在アルジェリア各

国大使館等へヒアリングし、制度、組織、政策、人材、慣習等の面から外国

企業進出の妨げとなっている障壁を分析し、アルジェリア政府政策上の課題

及び解決策を検討する。制度改正及び実施対応可能な省庁・政府関係機関や

政策の絞り込みを踏まえ、段階的な解決策について検討する。 

④ 他ドナーの現地事務所（アルジェ所在の AfDB、世界銀行、欧州連合（EU）等）

及び AfDB本部・地域事務所（アビジャン及びチュニス所在。最大各２回程度）

にヒアリングを実施し、③で分析した投資環境政策上の課題に取り組む支援

策の有無を確認し、今後協調して支援可能な事項について確認・検討する。 

⑤ アルジェリア財務省（対外資金関係総局、調査・予測総局等）、産業・鉱山

省、ANDI 等と、アフリカ開発銀行（AfDB）財政支援案件「産業競争力及びエ

ネルギー支援プログラム」で確認されたアルジェリア政府改革案の進捗状況

を含め、財政改革、投資環境整備、産業育成政策、エネルギー政策等に係る

アルジェリア政府の改革状況について協議・確認する。 

⑥ アルジェリア財務省、産業・鉱山省、ANDI 等と、インセプション・レポート

記載の本邦企業ニーズに対応する政策課題（制度、組織、政策、人材、慣習

等）について協議し、JICA 支援策（案）（開発政策借款における政策マトリ

クス（案）・政策アクション（案）含む）を検討する。 

⑦ JICA チュニジア事務所及び中東・欧州部中東第一課に第一次調査の中間結果

を報告し、具体的な支援の可能性につき、協議を実施する。JICA に相談の上、

AfDB（本部及び地域事務所）とも協議し、JICA 支援策（案）（開発政策借款

における政策マトリクス（案）・政策アクション（案）を含む JICA 支援策（案）

について報告し、コメント等を得る。なお、本協議実施にあたってはテレビ

会議による実施を検討し、事前に JICAに相談すること。 

⑧ ⑦にて検討した JICA 支援策（案）（開発政策借款における政策マトリクス
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（案）・政策アクション（案）含む）にかかる JICA及びアルジェリア政府間

の合意形成を促進する。 

 

(3) 第二次国内調査 

① 第一次調査の成果を調査後速やかに JICA中東・欧州部中東第一課に報告・協

議し、JICA 支援策の修正案（有償資金協力及び技術協力）の具体的内容につ

いて提案する。同修正案につき、パワーポイント資料を作成の上、AfDB 本部

及び地域事務所へ協議する。なお、本協議実施にあたってはテレビ会議によ

る実施を検討し、事前に JICAに相談すること。また、本邦企業等へフィード

バック及び追加ヒアリングの必要性を検討する。第二次現地調査にて、JICA

支援策（案）の準備業務の実施（アルジェリア政府の意向に拠る）を検討す

る。 

② 第二次現地調査にて実施・確認する調査項目につき、パワーポイント資料を

作成の上、JICA（中東・欧州部中東第一課）に協議・説明の上、インテリム・

レポート（レポート形式）を作成する。同レポートには、JICA 支援策（開発

政策借款）の案件形成上の必要となるアルジェリア政府の政策アクション（案）

を含め、予め JICAに提案し、合意を得る 

 

(4) 第二次現地調査 

① JICA 支援策（案）準備業務（アルジェリア政府政令・政策（企業支援施策等）

を立案する際の補助となるような理論、データ、他国での経験に関する情報を

提供するためのワークショップの開催支援（アルジェリア財務省等関係機関担

当者対象、10-20人程度目安）等）を実施する。 

② JICAや他ドナーの投資環境整備関連事業のミッション等への同行を通じて、第

一次調査で分析・提案された課題及び解決策についてアルジェリア政府の実施

方針を確認する。 

③ インテリム・レポート記載の政策マトリクス（案）・政策アクション（案）に

ついて、JICA とアルジェリア政府との合意形成を補助する。JICA 支援策（技

術協力）については JICA の指示するフォーマットに基づき作成の上、アルジ

ェリア政府に提案する。 

 

(5) 国内整理作業 

① 第二次現地調査時に結果に基づき、アルジェリア政府の意見・コメントを踏ま

え、パワーポイント資料を作成の上、JICA（中東・欧州部中東第一課）に協議・

説明の上、ドラフト・ファイナル・レポートとしてとりまとめ、JICAに提出す

る。 
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② ドラフト・ファイナル・レポートの内容につき、アルジェリア政府関係機関等

に確認し、コメントがあれば対応・反映の上し、パワーポイント資料を作成の

上、JICA（中東・欧州部中東第一課）に協議・説明の上、ファイナル・レポー

トとしてとりまとめ、JICAに提出する。 

 

 

7. 成果品等 

(1) 調査報告書 

調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。各レポート

提出前に、概略をまとめたパワーポイント資料を作成の上、JICA と協議・説明す

ることとする。なお、本契約における最終成果品は、ファイナル・レポートとし、

最終成果品の提出期限は、2017年 11月とする。各報告書の先方政府への説明、協

議に際しては、事前に JICAに説明の上、その内容について了承を得るものとする。 

・ インセプション・レポート 

記載事項：業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等 

提出時期：第一次現地調査開始前（目安:2017年 6月上旬） 

部数：和文 3部、仏文 10部（JICA3部、アルジェリア政府 7部）（簡易製本） 

・ インテリム・レポート 

記載事項：6.業務の内容(1)の調査状況、他調査進捗・結果を踏まえた(2)の

方針 

提出時期：第一次現地調査終了前（目安:2017年 7月下旬） 

部数：和文 3部、仏文 15部（JICA3 部、アルジェリア政府 12部）（簡易製本） 

・ ドラフト・ファイナル・レポート 

記載事項：調査全体結果（ドラフト） 

提出時期：第二次調査開始前（目安：2017年 9月） 

部数：和文 3部、仏文 10部（JICA3 部、アルジェリア政府 10部）（簡易製本） 

・ ファイナル・レポート 

記載事項：調査全体成果（最終版） 

提出時期：第二次調査完了後（目安：2017年 11月） 

部数：和文 5 部、仏文 15 部（JICA5 部、アルジェリア政府 10 部）（製本）、

CD-R 3部 

 

第 3 業務実施上の条件 

1. 業務の工程 

2017年 6月より業務を開始し、2017年 11月にファイナル・レポートを提出する。 
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2. 業務量の目処と業務従事者の構成（案） 

(1) 業務量の目処 

合計 約 27.00M/M 

(2) 業務従事者の構成（案） 

要員計画の構成分野（案）を以下に示す。業務内容及び業務工程を考慮の上、より

適切な要員構成がある場合はプロポーザルにて提案することとする。日本国内作業

及び現地調査を一部団員が併行して実施することも検討の上提案することとする。 

１）総括／投資環境分析（評価対象予定者）（２号） 

２）投資促進政策分析（３号） 

３）経済政策分析 

４）本邦企業ニーズ分析 

５）業務調整／投資環境分析２ 

 

3. 参考資料等 

・マグレブ地域 成長・安定促進のためのインフラ整備計画情報収集・確認調査 

(中東・欧州部中東第一課で配布可能。2017年 4月公表予定） 

・アフリカ開発銀行（AfDB）「産業競争力及びエネルギー支援プログラム」審査報告書 

https://www.afdb.org/en/documents/document/algeria-industrial-and-energy-comp

etitiveness-support-programme-92562/ 

・アフリカ開発銀行「アルジェリア向け支援中期戦略(CSP)」 

https://www.afdb.org/en/documents/document/algeria-interim-country-strategy-p

aper-icsp-2016-2018-92062/ 

・その他 AfDB関連レポート（中東・欧州部中東第一課で配布可能） 

・ア政府の投資関連法令(ANDI HP): 

http://www.andi.dz/index.php/fr/cadre-juridique/evolution-loi-sur-l-investiss

ement 

・アルジェリア政府予算法 

http://www.premier-ministre.gov.dz/fr/documents/textes-de-references/lois-de-

finances 

・国際通貨基金（IMF）第４条協議レポート 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43904.0 

・世界銀行 Doing business 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria 

・JETERO「アルジェリアの経済・貿易・投資（2016年 3月）」 

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/01/a7d717007316eba9.html 

・JETRO「2015年度在アフリカ進出日系企業実態調査（2016年 2月）」 

https://www.afdb.org/en/documents/document/algeria-industrial-and-energy-competitiveness-support-programme-92562/
https://www.afdb.org/en/documents/document/algeria-industrial-and-energy-competitiveness-support-programme-92562/
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43904.0
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https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/01/cd657477753a916f.html 

・JETRO「アルジェリア税務・会計制度ハンドブック （2015年 3月）」 

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/b24bfc5ea41f920b.html 

・JOGMEC関連レポート 

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/sougou.pl?area=%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3

%82%AB&country=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%A2 

 

4. 調査用資機材 

機材の調達は想定していない。 

 

5. 現地再委託 

現地での調査・分析のため、必要に応じて現地再委託を認める。その場合、プロポー

ザルにその理由を付して提案すること。なお、現地再委託にあっては、「コンサルタン

ト等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこと

とし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。 

 プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き（見積書による価格

比較、入札等）、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託

業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。なお、

現地再委託については、本見積もりに含めること。 

 

6. 安全管理 

 現地調査期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICA チュニ

ジア事務所、在アルジェリア日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地

作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。ま

た、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治

安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。現地渡航前ま

でに、JICA チュニジア事務所が指定する様式に安全管理事項を記入し、同事務所に連絡

をすること。加えて、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。

なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録するこ

と。 

 

7. 便宜供与等 

現地調査に係る車両手配、宿泊手配、通訳手配等は原則コンサルタントが行い、その

経費については見積額に含めること。面談アレンジについては、第 2 章 5.(4)参照のと

おり、アルジェリア政府関係機関との初回面談に限り JICAにて実施予定。民間企業（現

地外国企業及び本邦企業等）及び政府関係機関（二回目以降）の面談アレンジはコンサ

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/01/cd657477753a916f.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/b24bfc5ea41f920b.html
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ルタントが実施することを原則とする。ただし、同アレンジが困難である場合には、JICA

経由での面談依頼を実施するのに十分な期間を設けた上で、コンサルタントから JICAの

了承を得たうえで JICA に面談アレンジ依頼を実施することとする。その場合、面談組

織・面談者をコンサルタントが可能な限り特定した上で、JICAに面談アレンジを依頼す

る。 

 

8. 不正腐敗の防止 

本調査の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（2014年 10月）」の趣

旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口ま

たは JICA担当者に速やかに相談するものとする。 

 


